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Ⅵ 県産材のブラ ンド 戦略の推進 

 

施策の方向 

奈良県には、日本最古の造林記録があり 、500 年以上の林業の歴史を有し ていま す。ま た、密植・

多間伐・ 長 伐期などの独自の育林方法によ り 、 節が少なく 、 緻密な年輪、 美し い色艶を持つ木材が

生み出さ れま す。 こ う し た木材が使用さ れる 木材製品は、 文化・ 歴史的な価値と 、 その継承によ り

支えら れる 高い品質を併せ持ちま す。  

県産材の更なる 魅力発信のため、 ブラ ンド の持つ価値を再構築する と と も に、 効果的な情報発信

によ り 、 ブラ ンド 力の向上を図り ま す。  

ま た、新たな需要が期待さ れる 国内外のマーケッ ト に向けて、ブラ ンド の PR を行う こ と によ り 、

販路開拓を目指す県内事業者の支援をし ま す。  

 

現状・ 目標値 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  施策 

県産材の認知度を 評価

する 指標と し て活用 

ポータ ルサイ ト のユニ

ーク ユーザー数 
43,066 人 70,000 人 ブラ ン ド 力の向上 

県産材の販路開拓支援

を 評価する 指標と し て

活用 

販路開拓を 目指す事業

者への勉強会等の参加

事業者数 

8 事業者/ 

年度 

30 事業者/

年度 
国内外への販路開拓支援 
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施策の概要 

(1)ブラ ンド 力の向上 

こ れま で発信し てき た県産材の魅力（ 優れた材質や美し さ ） に加え、 県産材を代表する ブラ ンド

である 吉野材の文化的・ 歴史的な背景を新たな視点と し てブラ ンド 価値の再構築を図り ま す。ま た、

再構築し たブラ ンド 価値を、 ポータ ルサイ ト 等の情報発信基盤や展示会等の機会を活用し 、 国内外

に向けて効果的に情報発信を行い、 ブラ ンド 力の向上を図り ま す。  

 

目標 県産材の認知度と 市場競争力を高めま す。  

 

関連指標 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  

県産材の認知度を 評価する 指標と し て

活用 

ポータ ルサイ ト のユニーク ユーザー数 43,066 人 70,000 人 

 

① ブラ ンド 価値の再構築  

吉野材の文化的・ 歴史的な背景を体系的に整理する と と も に、 国内・ 海外等のニーズに応じ た的

確な魅力の発信内容を検討し 、 ブラ ンド 価値の再構築を図り ま す。  

 

事業例 

○吉野材の文化・ 歴史的な背景の体系的整理 

○ニーズに応じ た魅力の発信内容の検討 

 

② 効果的な情報発信  

リ ニュ ーアルし たポータ ルサイ ト や SNS などの情報発信基盤の整備や、 展示会・ イ ベント 等を

活用し たブラ ンド PR を行う など、 効果的な情報発信を行いま す。  

 

事業例 

○ポータ ルサイ ト 等の情報発信基盤の整備 

○首都圏等における 展示会・ イ ベント 等でのブラ ンド PR 

○海外アド バイ ザー・ JETRO 等と 連携し た海外へのブラ ンド PR 

○奈良の木づかい運動・ 木育推進イ ベント を活用し た県民へのブラ ンド PR 
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(2)国内外への販路開拓支援 

吉野材に代表さ れる 優良材の強みを活かし て、需要拡大が期待さ れる 首都圏や海外などの新たな

市場へ販路開拓を目指す県内事業者を支援し ま す。  

 

目標 県産材の強みを活かし て、 国内外への販路開拓を支援し ま す。  

 

関連指標 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  

県産材の販路開拓支援を 評価する 指標

と し て活用 

販路開拓を 目指す事業者への勉強会等

の参加事業者数 

8 事業者/ 

年度 

30 事業者/ 

年度 

 

① 首都圏等への販路開拓支援 

国内で大き な需要が期待さ れる 首都圏での木材の展示会・ イ ベント 等において、 奈良県産材のブ

ース と し て県内事業者が出展する 機会を創出する と と も に、 ま た、 展示方法に関する 勉強会を開催

し 、 県内事業者の情報発信力を高め、 販路開拓を支援し ま す。  

 

事業例 

○首都圏等における 展示会・ イ ベント 等への県内事業者の出展支援 

○販路開拓を目指す県内事業者を対象と し た勉強会の開催 

 

② 海外への販路開拓支援  

海外在住アド バイ ザーを活用し 、 欧州の県産材利用の現状やニーズを把握する と と も に、 海外へ

の販路開拓を目指す県内事業者を対象に、 情報共有や意見交換のための勉強会を開催し 、 販路開拓

を支援し ま す。  

 

事業例  

○海外アド バイ ザーを活用し た海外のニーズの把握 

○海外への販路開拓を目指す県内事業者を対象と し た勉強会の開催 

 

 

  



50 

 

Ⅶ 県産材の需要拡大 

 

施策の方向 

住宅、 公共建築物、 商業施設や宿泊施設、 暮ら し の中で用いる 木製品、 エネルギーなど、 多岐に

わたる 分野での県産材の利用を推進する こ と によ り 、 需要の拡大を図り ま す。  

重点的な取組と し て、 多く の人が利用する 公共建築物に県産材を使用する こ と で、 消費者の木材

利用への意識・ 理解度を高め、 民間における 住宅分野、 商業施設や宿泊施設等の非住宅分野への利

用拡大に繋げま す。  

 

現状・ 目標値 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  施策 

公共建築物及び公共事

業への県産材利用を 評

価する 指標と し て活用 

公共建築物及び公共事

業（ 県及び市町村） に

おける 県産材使用量 

2,847 ㎥/年 

(R2-R6 平

均)  

3,354 ㎥/年 

(R7-R11 平

均)  

公共建築物・ 公共工事へ

の県産材利用の推進 

民間建築物への県産材

利用を 評価する 指標と

し て活用 

住宅助成事業における

県産材使用量 
610 ㎥ 1,060 ㎥ 

民間における 県産材利用

の促進 

木質バイ オマス 利用を

評価する 指標と し て活

用 

燃料チッ プ用原木供給

量(未利用材)  
61,232 ㎥/年 76,500 ㎥/年 

木質バイ オマス 利用の促

進 

需要拡大を 担う 人材育

成を 評価する 指標と し

て活用 

木造建築に関する セミ

ナー等の受講者数 

（ 建築士等）  

（ R３ から 累計）  

153 人 

(R3-6 累計)  

228 人 

(R3-12 累

計)  

県産材の需要拡大を 担う  

人材の育成 
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施策の概要 

 (1)公共建築物・ 公共工事への県産材利用の推進 

令和 6 年 12 月に変更し た奈良県の建築物における 県産材利用促進方針に基づき 、 公共建築物や

公共工事における 県産材利用のシェ アを拡大さ せる ため、 県、 市町村、 関係団体等が連携し て、 木

造建築の発注仕様、 材料調達、 標準価格、 メ ンテナンス に関する 専門的なノ ウ ハウ や情報を整備す

る と と も に、 事業化に必要な体制やし く みの構築を目指し ま す。  

 

目標 公共建築物や公共工事における 県産材利用拡大を図り ま す。  

 

関連指標 

指標設定の趣旨 指標項目 現況値 目標値(R12)  

公共建築物及び公共事業への県産材利

用を 評価する 指標と し て活用 

公共建築物及び公共事業（ 県及び市町

村） における 県産材使用量 

2,847 ㎥/年 

(R2-R6 

平均)  

3,354 ㎥/年 

(R7-R11 

平均)  

 

① 公共建築物の木造・ 木質化の推進 

県、 市町村、 関係団体等が連携し て、 発注仕様、 材料調達、 標準価格、 メ ンテナンス に関する 専

門的なノ ウ ハウ や情報を整備する と と も に、 事業化に必要な体制やし く みの構築を目指し ま す。 ま

た、 県産材を利用し て公共建築物の木造・ 木質化に取り 組む市町村や法人等を支援し ま す。  

 

事業例 

○部局を跨いだプロ ジェ ク ト チームによ る 住宅・ 県有施設の脱炭素化・ 木造木質化の検討 

○県産材利用推進協議会の運営 

○市町村への建築物木造化支援アド バイ ザーの派遣 

 

② 公共工事における 県産材利用の推進 

県の公共工事において、 率先し て県産材の利用に努める と と も に、 同様に、 県産材の利用に取り

組む市町村を支援し ま す。  

 

事業例 

○県公共工事における 県産材の利用推進（ 治山・ 林道・ 道路・ 河川・ 公園等整備）  

 

  



52 

 

(2)民間における 県産材利用の促進     

建築物の木造率は住宅分野で高く 、 本県では、 新設住宅着工戸数の約７ 割が木造と なっていま す

が、 住宅着工戸数の将来予測と し て、 住宅を取得する 主な年齢層である 30 歳代、 40 歳代の人口減

少や物価の高騰、 住宅ス ト ッ ク の活用など によ り 、 今後、 新設着工戸数は減少する と 予測さ れてい

ま す。  

こ のよ う な状況を踏ま え、 県産材を使用し た住宅のみなら ず、 非住宅の新築・ リ フォ ーム助成制

度を拡充し 、 県産材の利用意義や木材の良さ 等について消費者への意識醸成を図る こ と によ り 、 県

産材の利用促進に取り 組みま す。ま た、建築主たる 事業者等に対し 、県・ 市町村と 協働・ 連携し て、

民間建築物における 県産材の利用に取り 組む建築物木材利用促進協定の締結を促し ま す。  

     

目標 民間の住宅、 非住宅分野における 県産材利用を促進し ます。     

     

関連指標     

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  

民間建築物への県産材利用を 評価する

指標と し て活用 

住宅助成事業における 県産材使用量 610 ㎥ 1,060 ㎥ 

     

① 住宅への県産材利用の促進     

住宅の構造材や内・ 外装材への県産材利用を促進し ま す。      

     

事業例     

○県産材を使用し た住宅の新築・ リ フォ ーム助成     

     

② 非住宅建築物への県産材利用の促進     

商業施設、 教育施設、 保育所、 医療施設、 社会福祉施設、 宿泊施設、 オフィ ス 等の木造・ 木質化

を促進し ま す。      

     

事業例     

○県産材を使用し た非住宅建築物の新築・ リ フ ォ ーム助成 

○店舗の木造・ 木質化（ 県産材使用） に対する 融資     

     

③ 建築物以外への県産材利用の促進     

県産材を使用し た家具、 小物、 食器、 楽器などの木製品の需要拡大を促進し ま す。  

    

事業例     

○県産材を使用し た家具等木製品の PR・ 販路拡大 

○市町村によ る 県産材を活用し た木育や製作・ 販売等の取組への助言 
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④ 技術開発の推進及び新製品開発の支援     

大径材をはじ めと する 県産材の用途拡大に資する 技術開発を推進し ま す。 ま た、 新製品開発に取

り 組む木材関係事業者への技術的支援を行いま す。      

     

事業例     

○県産材の加工技術の開発 

○木材関係事業者と の共同研究の推進     

     

(3)木質バイ オマス 利用の促進     

平成 27 年度に設置さ れた木質バイ オマス 発電所の稼働を契機に、 燃料用チッ プの新たな需要が

創出さ れ、 チッ プ用原木の生産拡大が進んでいま す。  

今後、 新たな木質バイ オマス 発電所が稼働予定である こ と から も 、 燃料用チッ プのさ ら なる 生産拡

大を促進し ま す。  

ま た、 発電以外にも 、 熱利用等のエネルギーや製紙・ 木質ボード 等のマテリ アルなど、 多用途へ

の利用促進を図り ます。      

     

目標 木質バイ オマス をエネルギーやマテリ アルなど多用途へ利用する 取組を促進し ます。  

     

関連指標     

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  

木質バイ オマス 利用を 評価する 指標と

し て活用 

燃料チッ プ用原木供給量（ 未利用材）  61,232 ㎥/年 76,500 ㎥/年 

    

 

  

① 発電利用の促進     

県内で稼働し ている 未利用材等を主たる 燃料と する 2 基の木質バイ オマス 発電施設へ燃料用チ

ッ プを供給する 取組を支援し ま す。      
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事業例     

○発電施設向け燃料用チッ プ製造施設整備に対する 助成     

     

② 多用途への利用促進     

木質バイ オマス について、 熱利用のための燃料や、 製紙・ 木質ボード 等のマテリ アルなど、 多用

途への利用促進を図り ま す。      

     

事業例     

○熱利用目的の木質燃料製造・ 利用施設整備に対する 助成     

 

(4)県産材の需要拡大を担う 人材の育成     

全国的に建築物への木材利用の機運が高ま る なか、 本県においても 、 公共建築物や非住宅分野へ

の県産材利用を進める にあたって、 建築物の木造・ 木質化に関する 専門的なス キルを備えた技術者

が求めら れま す。 こ のため、 木造建築物等の設計や施工を行う 技術者のス キルアッ プを図り 、 公共

建築物や非住宅分野の施設整備に対し て、 木造・ 木質化を提案でき る 人材の育成を図り ます。  

     

目標 公共建築や非住宅分野の施設整備に対し て、 木造・ 木質化を提案でき る 人材を育成し ま

す。     

     

関連指標     

指標設定の趣旨 指標項目 現況値 目標値(R12)  

需要拡大を 担う 人材育成を 評価する 指

標と し て活用 

木造建築に関する セミ ナー等の受講者

数（ 建築士等）（ R３ から 累計）  

153 人 

(R3-6 累計)  

228 人 

(R3-12 累計)  

     

① 建築物の木造・ 木質化に係る 技術者の育成     

公共建築物や非住宅分野の施設整備に対し て、木造・ 木質化を提案でき る 人材の育成を図り ま す。 

     

事業例     

○木造建築を支える 人材養成セミ ナー開催（ 対象者： 設計士等）     

     

② 県産材の利用・ 普及を担う 人材の育成     

将来の木造建築・ 木材利用・ 木工技術を担う 人材を対象に、 県産材等に関する 知識（ 奈良の木の

魅力や特長 、 歴史的木造建築の技術、 木の文化など） を習得でき る 機会を提供し ま す。  

    

事業例     

○木育イ ンス ト ラ ク タ ーの養成     
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Ⅷ 県産材の加工・ 流通の促進     

     

施策の方向     

木材加工の生産効率化やコ ス ト 削減、 品質向上等に向けた取組を支援する と と も に、 用途に応じ

た流通の合理化を促進し 、 競争力のある 加工・ 流通体制の構築を図り ま す。  

重点的な取組と し て、 建築関係事業者に対し て品質・ 性能を明示し た製材品が供給でき る よ う 、

素材生産事業者、 木材産業事業者、 建築関係事業者の間で必要な情報を共有し 、 相互に協力連携し

て、 県産材を効率的・ 合理的に流通さ せる 体制を整備し ま す。     

     

現状・ 目標値     

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  施策 

木材加工の効率化を 評

価する 指標と し て活用 
人工乾燥材出荷量 

37 千㎥/年 

（ R5）  

46 千㎥/年 

（ R11）  
木材加工の効率化 

木材流通の合理化を 評

価する 指標と し て活用 

県産材安定取引協定に

おける 木材供給量 
8,968 ㎥/年 16,380 ㎥/年 木材流通の合理化 
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施策の概要     

(1)木材加工の効率化     

全国的に製材工場の大規模・ 高効率化が進むなか、本県では、小規模な製材工場（ 動力出力数 75kW

未満） が全体の約 71％を占め、 少品目・ 少量生産が行われていま す。  

ま た、 本県の製材品出荷状況は、 出荷量が 5 年間で 35％減少、 出荷額が同じ く 10％減少し ていま

す。  

こ のよ う な現状を踏ま え、 小規模な製材・ 加工工場等に対する 加工コ ス ト 削減、 品質向上、 新製

品開発に係る 技術的支援や、工場間の連携によ る JAS 認証取得を促し 、それに向けた施設整備を支

援し ま す。  

ま た、 大規模な製材工場（ 動力出力数 300kW 以上） に対し ては、 国内外における 競争に対応す

べく 、 更なる 加工の効率化を図る ための施設整備を促進し ま す。     

     

目標 木材加工の効率化を図り 、 県産製材品の出荷量を増加し ま す。  

     

関連指標     

指標設定の趣旨 指標項目 現況値 目標値(R12)  

木材加工の効率化を 評価する 指標と し

て活用 

人工乾燥材出荷量 37 千㎥/年 

（ R5）  

46 千㎥/年 

（ R11）  

 

① 木材加工流通施設の整備支援     

製材・ 加工工場を対象に、 生産効率向上のための施設整備を支援し ま す。    

 

事業例     

○木材加工流通施設の設備整備助成     

     

② 小規模な製材工場間の連携によ る 生産効率化・ 販路拡大の促進    

製材・ 加工工場間の連携によ る JAS 認証取得に向けた施設整備を支援し ま す。   

     

事業例     

○JAS 認証の運用の見直し を踏ま えた認証の取得促進     

     

③ 木材の加工技術等の向上     

製材・ 加工工場等に対し て、 木材の加工コ ス ト 削減・ 品質向上のための技術支援や、 新製品開発

の共同研究によ る 支援を行いま す。      

     

事業例     

○製材・ 加工工場等に対する 技術支援（ 加工コ ス ト 削減、 品質向上、 新製品開発）   
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④ 経営改善・ 合理化支援の制度融資     

林業・ 木材産業改善資金、 木材産業等高度化推進資金の制度融資によ る 支援を行いま す。  

    

事業例     

○林業・ 木材産業改善資金によ る 融資 

○木材産業等高度化推進資金によ る 融資     

     

(2)木材流通の合理化     

県産の原木（ R6： 16.9 万㎥） の 4 割（ R6： 6.6 万㎥） が県内の原木市場を通し て取引さ れていま

すが、 全国では流通コ ス ト 削減のため、 素材生産事業者から 大規模製材工場等の大口需要者への直

接取引が増加し てき ていま す。  

こ のよ う な現状を踏ま え、 吉野材を代表と する 優良原木については、 従来の原木市場を介し た流

通体制を堅持する 一方で、 一般製材用、 ラ ミ ナ用、 合板用、 チッ プ用原木については、 安定取引協

定によ る 素材生産事業者から 各工場等への直接取引等を促進する こ と によ り 、県産材の流通を合理

化し 、 コ ス ト 削減を図り ま す。  

ま た、 新設住宅着工戸数の減少が予測さ れる なか、 公共建築物や非住宅分野における 県産材利用

を進める ため、 JAS 製材品の流通や県産製材品価格等の「 見える 化」 を促進する と と も に、 林業事

業者、 木材産業事業者、 建築関係事業者が相互に連携し 、 県産材需給等に関する 情報の共有化を図

っていき ま す。      

     

目標  県産材の流通を合理化し 、 競争力を強化し ま す。     

     

関連指標     

指標設定の趣旨 指標項目 現況値(R6)  目標値(R12)  

木材流通の合理化を 評価する 指標と し

て活用 

県産材安定取引協定における 木材供給

量 

8,968 ㎥/年 16,380 ㎥/年 

     

① 原木市場の活性化     

本県の強みである 優良原木等の取扱いを核にし て、 原木市場の機能向上を図り ま す。  

    

事業例     

○原木市場における 記念市の開催支援 

○原木市場関係者によ る 市場機能向上のための取組を促進     
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② 山元と 製材・ 加工工場間の直接取引の促進     

一般製材用、 ラ ミ ナ用、 合板用、 チッ プ用原木をタ ーゲッ ト に、 取引量の増・ 安定化、 コ ス ト 削

減を図る ため、 安定取引協定によ る 素材生産事業者から 各工場等への直接取引等を促進し ま す。  

     

事業例     

○木材加工機械の導入に合わせた木材安定取引協定の締結促進   

  

③ 川上・ 川中・ 川下の連携体制の構築     

林業事業者、 木材産業事業者、 建築関係事業者が相互に連携し 、 県産材需給等に関する 情報の共

有化を図っていき ます。      

     

事業例     

○奈良の木マーケティ ング協議会によ る 林業事業者、 木材産業事業者、 建築関係事業者等に対する

県産材需給等の情報の共有     

     

④ 製材品の品質・ 性能・ 価格の「 見える 化」      

木材関係事業者、 関係者団体等と 連携し て、 県産材の品質・ 性能・ 価格の「 見える 化」 を促進す

る こ と によ り 、 流通の効率・ 合理化を図る と と も に、 マーケッ ト への効果的な情報発信に取り 組み

ま す。      

     

事業例     

○奈良県産 JAS 材・ 奈良県地域認証材の認証及び流通の促進 

○製材品・ 集成材等の品質試験 

○製材の価格表の作成、 公表及び周知 

○合法性確認木材の流通促進  

  


